
[物件明細書]
（１）自動車の明細 台数２台 ８年式
車名

軽貨物車（バンタイプ）　排気量６６０ＣＣ　２ＷＤ　５ドア　ボディカラー：シルバー

使用の本拠地 別紙一覧のとおり
（２）リース期間
（３）月間予定走行距離 ５００ｋｍ
（４）月額リース料 回数　６０回
　　　　及び リース料 円
　　　消費税等 消費税等（１０％） 円
　　（２台合計） 合計 円

支払方法：振込
（５）リース料に含まれる費用及びサービスの項目【含まれるものは○　含まないものは×】

〇 車両購入費 ○ 故障修理
〇 登録納車費用 代車提供
〇 自動車税環境性能割 （整備、修理が２日間以上に
○ 自動車税種別割 ○ 渡る場合、初日から提供）
○ 自動車重量税 [但し、盗難、全損事故時は
○ 自賠責保険 除きます]
○ 自動車保険
○ 定期点検 事故処理
○ 法定定期点検 ○ （保険会社と共に協力します）
○ 継続車検
○ 所定の消耗品の交換及び補充
○ エンジンオイル交換及び補充（オイルエレメント含む）
○ バッテリー交換
○ タイヤ交換

補　償　額 特約・条件等

対人賠償責任保険 無制限（免責金額：０円）

付属品・架装品：①衝突被害軽減ブレーキ等の安全装備②カーナビ（TV視聴はできないようにする）③リアビューカ
メラ④リアパーキングセンサー⑤サイドバイザー⑥ラバーマット⑦タイヤチェ－ン⑧レスキューマンⅢ⑨三角表示板
⑩ドライブレコーダー（前後方、記録媒体は３２GB以上とする）
※②～④はメーカー・ディーラーオプションとする。※⑤～⑩は汎用品可。

※特に記載のない事項については、自動車総合保険の補償内容と同じとする。

対物賠償責任保険 １，０００万円（免責金額：０円）

搭乗者傷害保険 １，０００万円

・無保険車事故傷害特約

・通院日額：１０，０００円

項　　目

日数払い方式

・入院日額：１５，０００円

 マーキング：相模原市ネ－ムを入れる。（黒）６㎝角×４文字×２ケ所。車内に「禁煙ステッカ－」。

※搭乗者傷害業務上災害不担保特約

・対人臨時費用特約

・自損事故傷害特約

令和８年３月２４日から令和１３年３月２３日まで　６０ヶ月

（６）自動車保険



[対象物件車両一覧]
No.

1

2

【精算規準】
１台当りの規定損害金は次の計算とし、また解約月までの賃貸借料金を直ちに支払うものとする。
（１）規定損害金　　基本額－{（逓減月額×経過月数）＋査定額}
（２）基本額　　　　　　　　　円（税抜）
（３）逓減月額　　　　 　　　円（税抜）
（４）経過月数       リース開始から解約月までの月数
※消費税は消費税法の改正により変更される場合あり。

【リース車両の点検時期等】
リース車両における各種点検、消耗品等の交換及び補充、故障修理、代車提供の実施時期等について、
次のとおりとする。
ア　点検等の実施時期
　　　賃貸人は、整備指定業者に点検等の実施時期の日程調整を行わせ、賃借人は、整備指定業者と
　　日程調整を行う。なお、期限が法律等で定められている点検等の場合には、その期限内に行わな
　　ければならない。
イ　報告書類の提出
　　　賃貸人は、整備指定業者が点検等を行った場合には、実施後５日以内に整備指定業者が指定した
　　様式に基づき、賃借人に対して整備指定業者に報告書類を提出させその検査を受けなければならない。

メンテナンスカードに記載

登録番号 車台番号 初度登録日 整備指定業者

メンテナンスカードに記載



[物件明細書]
（１）自動車の明細 台数４台 ８年式
車名

軽貨物車（バンタイプ）　排気量６６０ＣＣ　４ＷＤ　５ドア　色：シルバー

使用の本拠地 別紙一覧のとおり
（２）リース期間
（３）月間予定走行距離 ５００ｋｍ
（４）月額リース料 回数　６０回
　　　　及び リース料 円
　　　消費税等 消費税等（１０％） 円
　　（４台合計） 合計 円

支払方法：振込
（５）リース料に含まれる費用及びサービスの項目【含まれるものは○　含まないものは×】

〇 車両購入費 ○ 故障修理
〇 登録納車費用 代車提供
〇 自動車税環境性能割 （整備、修理が２日間以上に
○ 自動車税種別割 ○ 渡る場合、初日から提供）
○ 自動車重量税 [但し、盗難、全損事故時は
○ 自賠責保険 除きます]
○ 自動車保険
○ 定期点検 事故処理
○ 法定定期点検 ○ （保険会社と共に協力します）
○ 継続車検
○ 所定の消耗品の交換及び補充
○ エンジンオイル交換及び補充（オイルエレメント含む）
○ バッテリー交換
○ タイヤ交換
○ タイヤ保管

対人賠償責任保険 無制限（免責金額：０円）

対物賠償責任保険 １，０００万円（免責金額：０円）

搭乗者傷害保険 １，０００万円

※特に記載のない事項については、自動車総合保険の補償内容と同じとする。

・入院日額：１５，０００円

・通院日額：１０，０００円

※搭乗者傷害業務上災害不担保特約

 マーキング：相模原市ネ－ムを入れる。（黒）６㎝角×４文字×２ケ所。車内に「禁煙ステッカ－」。

・対人臨時費用特約

・自損事故傷害特約

日数払い方式

付属品・架装品：①衝突被害軽減ブレーキ等の安全装備②カーナビ（TV視聴はできないようにする）③リアビューカ
メラ④リアパーキングセンサー⑤サイドバイザー⑥ラバーマット⑦タイヤチェ－ン⑧レスキューマンⅢ⑨三角表示板
⑩ドライブレコーダー（前後方、記録媒体は３２GB以上とする）⑪スタッドレスタイヤ（ホイール付）
※②～④はメーカー・ディーラーオプションとする。※⑤～⑪は汎用品可。

・無保険車事故傷害特約

令和８年３月２４日から令和１３年３月２３日まで　６０ヶ月

（６）自動車保険

項　　目 補　償　額 特約・条件等



[対象物件車両一覧]
No.

1

2

3

4

【精算規準】
１台当りの規定損害金は次の計算とし、また解約月までの賃貸借料金を直ちに支払うものとする。
（１）規定損害金　　基本額－{（逓減月額×経過月数）＋査定額}
（２）基本額　　　　　　　　　円（税抜）
（３）逓減月額　　　　 　　　円（税抜）
（４）経過月数       リース開始から解約月までの月数
※消費税は消費税法の改正により変更される場合あり。

【リース車両の点検時期等】
リース車両における各種点検、消耗品等の交換及び補充、故障修理、代車提供の実施時期等について、
次のとおりとする。
ア　点検等の実施時期
　　　賃貸人は、整備指定業者に点検等の実施時期の日程調整を行わせ、賃借人は、整備指定業者と
　　日程調整を行う。なお、期限が法律等で定められている点検等の場合には、その期限内に行わな
　　ければならない。
イ　報告書類の提出
　　　賃貸人は、整備指定業者が点検等を行った場合には、実施後５日以内に整備指定業者が指定した
　　様式に基づき、賃借人に対して整備指定業者に報告書類を提出させその検査を受けなければならない。

メンテナンスカードに記載

登録番号 車台番号 初度登録日 整備指定業者

メンテナンスカードに記載

メンテナンスカードに記載

メンテナンスカードに記載



【別紙】

使用の本拠地

車　両 台数 使用場所 住　所

2WD ２台 相模原市役所本庁舎 相模原市中央区中央2-11-15

4WD ２台 南区合同庁舎 相模原市南区相模大野5-31-1

4WD ２台 緑区合同庁舎 相模原市緑区西橋本5-3-21


